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は じめに

教員が起こす問題はマスコミで取り上げられるこ

とが多い.文 部科学省の統計によれば,わ が国の教

員は100万 人に達する.こ れを母数と した場合,い

わゆる 「教員の不祥事」発生率がどの程度になるの

だろうか.そ れは,全 体の犯罪発生率と比較 して多

いのか,あ るいは少ないのか,そ の精細な情報は確

認できていない.た だ,仮 にそれが全体の平均 より

低いとしても,そ れ故に教員の不祥事が免罪される

わけではない.

ともあれ,教 員による不祥事が発生すれば,当 該

学校はもちろん教育委員会からも 「謝罪」を含めた

メッセージが発せ られる.し か し現実は厳 しいもの

がある.再 発防止のために様々な施策の導入や働 き

かけが行われ るにもかかわ らず,類 似の問題が繰 り

返 し発生 し,そ の根絶の困難さを実感する.

こうした中で,教 員による不祥事を防止す るため

の手がかりを得ることを 目的にアンケー ト調査を実

施 した.本 稿では得 られた結果を提示 しながら,そ

の分析と考察をすすめる.

アンケー トの対象者

アンケー トの対象 は筆者 が8会 場 で担当 した

「教員免許更新講習:対 人関係スキルアップ ・トレー

ニング」の受講者である.そ のほとんどが熊本県在

住だが,数 名の県外者が含まれ る.な お,こ の講習

はすべての教員を対象にしているため,受 講者は幼

稚園から高校までの現職教諭および教員免許保有者

である.ま た,年 齢は20代 から50代 までに亘 ってお

り,経 験年数も幅が広 い.最 終的には437名 か ら回

答が得 られた.こ れ に加えて,熊 本大学が 開講 して

い る 「社 会教 育指 導主事 講 習」 の受講 者29名 か ら

も回答 を得 た.こ の講 習 には熊本以外 に も大分 ・宮

崎 ・鹿児島の3県 か らの受講者が含 まれる.し たが っ

て,回 答者総数 は466名 にな る.

ア ンケー トの内容

アンケー トは 「講習」参加者 に昼休みを利用 して

回答す るよ う依 頼 した.こ う した制約 か ら質問 内容

の異 な る複数 のア ンケー トを準備 した.そ して,基

本的 には8講 座の うち 「2～3講 座」で 「同一」 の

項 目を使用 した.各 講座 の定員が60名 であ ることか

ら,そ れぞれ100名 か ら140名 ほ どか ら回答 が得 られ

ることになる.

いずれ も回答 は匿名 と したが,機 微 にわた る質問

等 は含 まれて いない.今 回 は,と くに基礎的 な情報

を得 ることを重視 した.

不祥事を起 こ した教員に対する認知度
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そ もそ も不祥事 を起 こ した教員 は,そ れ が明 るみ

に出た とき,「 は じめて」 問題 と なる行 為 に及んだ

のだ ろ うか.そ れ は,職 場 の 同僚 たち にと って想定

で きない,信 じがた い行動だ ったのか.そ うであれ

ば,事 前 にそ う した行為 の発生 を止 め ることはほ と

ん ど不 可能で ある.ま さに青天 の醇震,突 発 的事態

なのであ る.

しか し,そ う した 問題 にっ いて個人,あ るいは複

数 の仕事仲 間が気づ いて いた とすれ ば,最 悪の事態

を防止 で きる可能性 はあ った.し か し,そ れ で も問

題が 発生 したのだ か ら,「 気づ いて いて も放置 して

いた」 ことになる.

こう した点 を明 らか にす るた めに,こ れ に関連す

る3項 目の質問を し,あ わせ て 自由記述 を求 めた.

対象者 は3会 場 の受講者140名 で,133名 か ら回答
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が得 られたため,回 答率 は95%で あ る.

質問1:

て いますか

1.知 っている

2.知 らない

()は%(以 下同 じ)

あなたは不祥事で処分を受けた職員を知っ

74(55.6)

59(44.4)

これはマスコミ等による情報ではなく,本 人を知っ

ているかどうかを聴いたものである.教 員は在職中

に複数の学校を異動す る.そ の間に,問 題を起 こし

て懲戒処分を受けた教員と同 じ職場で勤務 していた

可能性が出て くる.こ の数値か ら,回 答者の半数以

上が 「知 っていた」 ことがわかる.こ れは問題教師

がそれほど多いというよりも,一 定の間隔で異動 し

ていれば,そ うした人物 と同勤する可能性はそれほ

ど低 くないということだろう.

また,同 じ学校でなくても,部 活や教科の研究会

などで知 り合いになることもあり得 る.い ずれにし

ても多数の教師がお互いに 「関わる機会」が多いと

いう印象を受ける.

質問2:

1.飲 酒運転

2.子 どもに対す るセクハ ラ

3.体 罰

4.不 正会計

5.そ のほか

処分の理由は以下のいずれですか

35(47.3)

25(33.8)

7(9.5)

12(16.2)

盗撮,車 上 荒 ら し,飲 食 店 の女性 への暴 言 ・暴

行,女 性 に対す るセクハ ラ,窃 盗,刑 事事件

ア ンケー トで は 「飲酒運転」 「子 どもに対す るセ

クハ ラ」 「体罰」 「不正会計」を選択肢 と して提示 し

た.こ れ に 「そ のほか」の欄 を設 定 し,そ の内容を

具体的 に記す るよう求めた.

選択肢 の合 計79は 「知 ってい る」 の回答 数74を

超えている.こ れは一部 の回答者が複数の項 目にチェッ

ク していた ことによる.

最 も多 いのが 「飲 酒運転」で,当 事者 を 「知 って

い る」 と回答 した者の半数近 くにな る.こ れ に 「子

どもに対 す るセ クハ ラ」 「不正会 計」 と続 き,体 罰

は7件 であ る.

不祥事 に軽重 は付 け られ ないが,「 そ のほか」 に

もきわめて深刻 な犯罪行為が挙 げられてい る.

質問3:そ の職員が処分 を受 けた ことにつ いて,あ

なたは

1.ま った く信 じられ なか った46(62.2)

2.そ んな ことがあるかも しれ ないと思 った

28(37.8)

「ま った く信 じられ なか った」 が62.2%で,「 そ

ん なことがあ るか も しれ ないと思 った」 の37.8%を

上 回 って い る.懲 戒処 分を受 けるほどの重 大事であ

るか ら 「信 じられ ない」 との反応が多 いの は当然で

あ る.し か し,そ の一方 で 「や っぱ りと思 った」 が

「本人 を知 ってい る」者 の1/3を 超 えてい ることは き

わめて深刻 だ と言え る.そ れは 「あ らか じめ防止で

きる可能性 があ った」 という ことで もあ る.そ れが

で きなか った要 因 と して,管 理職 の リーダー シ ップ

や職場の人間関係 などが挙げ られ るだ ろう.

これを項 目ごとに見 ると,ば らっ きがあ る.

1.飲 酒運転

2.子 どもに対す るセ クハ ラ

3.体 罰

4.不 正会計

5.そ のほか

10(28.6)

11(44.0)

7(ioo.o>

4(33.3)

5

このうち,「体罰」が100%に なっている.そ れは

特定の教員が他の職員から認知される程度に体罰を

加えていることを示 している.あ る意味では周囲の

誰もが 「あの先生だからいっかそうなる」と思 って

いたのである.

この場合,何 らかの手立てを取 っていれば,そ う

した行為を未然に防止することが可能だ ったのであ

る.そ れにも関わ らず処分される事態に至 ったのは,

その行為が放置されていたということである.

っぎに 「子 どもに対するセクハラ」は44.0%で あ

る.そ もそも子どもに対するセクハラ行為は個別的

で他者の 目に触れない状況で行われるケースが多い

と推測 される.「そ うかもしれないと思 った」理 由

は明らかでないが,被 害を受けた子どもやその事実

を知った子どもたちから情報が得られることもある

と思われる.

もちろん,そ れ らをもとにして当該教員に直ちに

「セクハラ行為」の有無を質すことには慎重でなけ

ればならない.そ うした情報が誤 っていた場合は教

職員の人権 にも関わ るか らである.し か し,「子ど

もに対するセクハラ」は子どもの人権に対する重大

な侵害であるだけでなく,そ の後の生涯に亘って深

刻な影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ない.

とりわけ教育の場 においては,そ うした 「特別な事

情」を踏まえて,管 理職 などが 「疑わ しきは確認す

る」ことも許容されるべきであろう.ま たそれを指

摘された教職員は,そ れが事実でなければ,真 摯に
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疑われた状況 にっいて明 らか にす ることが求め られ

る.

さらに 「不正会 計」 にっ いては4件33.3%で あ る.

これ も 「日常 の行動 」か らは推測 しに くい行為で,

いわゆ る 「発覚」 してか ら問題 になる性格を もって

い る.そ れ で も1/3は 「そ うか も しれ ない」 と感

じた とすれ ば,日 頃 か ら 「それ ら しい」 との会話が

交わ された り していたのであ ろうか.

「飲酒運転 」 は28.8%で あ り,70%ほ どが 「信 じ

られ ない」 と驚 いた ことになる.一 般 的に過 度の飲

酒は常習的 な場 合が多 く,し か も食事会等 では 目に

っ きやす い行為 で もあ る.そ う した状況 を踏 まえ る

と,こ の数値 は必ず しも高 いとは言えない.

ただ し,こ れ は現時点 で同勤 して いる者 に対す る

回答 はきわめて少 ない と推測 され る.し たが って,

「同勤 当時」が どうで あ ったか はケース によ って異

なって いる可能性 もあ る.そ う した ことか ら 「や っ

ぱ り」 とい う気持 ち もあれば,「 あ の人 がそ んな こ

とす るなど信 じられ ない」 とい う受 け止め方 もあ る

のだろ うか.

ともあれ,そ の 「認知」 の程度 には差 があ るもの

の,い ずれの問題 も 「事前」 の対応で 「処 分」 にま

で至 る事 態を防止で きたケースは少 な くない と考え

られ る.

不祥事等で 「気になる」職員の存在

現実 に 「処分」を受 けた教職員 に対す る認識 に加

えて,「 不祥事 等で気 に なる者 の存在 」 にっ いて も,

その現状を聴いた.

ア ンケ ー トの対 象者 は2会 場 の受 講 者117名 で,

114名 か ら回答 が得 られ た.そ の回答 率 は97.4%で

あ る.

質問2:そ れは職場で問題になっていましたか

1.問 題 にな っていた

2.問 題 にな らなか った

無答:1名

33(53.2)

28(45.2)

さ らに 「気 に な る存在 」 が いた と回答 した者 の

53.2%が 職場 で問題 にな って いた とい うのであ る.

この結果か ら,仮 に当該人物が問題 を起 こ した場合

には,「 日頃の態度 や行動 か らそ うか も しれ ない と

思 った」 とい う回答が多 くなるだ ろう.

そ こで,「 問題 にな っていた」 「問題 にな らなか っ

た」 と回答 した者 に,そ れぞれ 「問題 にな った後 の

対応」 と 「問題 にならなか った理 由」 を挙 げるよう

求めた.

質 問2-1:そ の後 はどの ような対応 が な され ま し

たか

・みん なで相談 し管理職 に話 し,管 理職 が対応 し

た.

・教頭が 口頭で指導 した .

・委員会が1年 か けて指導 したが ,そ の後 に退職

した.

・聴 き取 りや指導の後で異動 にな った .

・会計報告を 出 して もらうようにな った .

・複数の者が直接注意 した .

・職員室 にアル コールチ ェッカーを準備 した .

・校 内で対応 して外部 に出なか った .

「対応」 となれば,管 理職の役割が大きいことは

言うまでもない.い ずれの問題 も,そ れを本人に指

摘することは容易ではない.し か し,問 題は問題と

して,当 該本人も含めて考える機会を設定す ること

はきわめて重要である.

質問1:教 職員の 「飲酒運転 ・セクハ ラ ・体罰 ・会

計不正等」で,こ れまで 「気にな る方」が

いた ことが あ りますか

1.あ る62(54.4)

2.な し、52(45.6)

回答者の過半数が 「不祥事等で気になる者」が存

在 していたと回答 している.こ の数値が教職員集団

として多いか少ないかは判断のしようがない.た だ

この数値は,一 般的にそうした人物が 「稀な存在」

でないことを示 している.そ うした人物が現実に問

題を起こすかどうかは別にして,こ うした結果から

も,あ らか じめ何 らかの対応が 「できる可能性」は

あると考えられる.

質 問2-2:問 題 にな らなか った のは ど うしてだ と

思 いますか

・管理職 によるものだ ったか ら.

・上の方がほか に知 られた くなか った .

・見て見ぬふ りを した .

・校長 ・教頭 に言 って も指導が なか った .

・管理職の耳 に入 らなか った .

・管理職が指導 したか ら.

管理職 自身が問題を抱えている場合,部 下たちが

指摘 しづ らいのは当然である.こ のような問題をど

のようにして解決 していくのか,そ の対応策も考え

る必要がある.

21



教師の不祥事に対する教職員等の認識

最後に,こ れに関連 した意見を 自由に記述す るよ

うに求めた.

質問3:そ のほか,こ の件に関 して ご意見が あ りま

した ら,お 聞かせ くだ さい

・暴言 などが と くに多い .

・同 じ職員同±では注意 しに くい .

・パ ワハ ラが なか なか問題 にならない .

・管理職 に問題 を感 じた とき訴 え る場 所が ない.

異動で不利 になるなどの噂があ る.

・大人 も子 どもも過度 に抑圧 され ると弾 けること

を間近で見た.

自由記述の特性から,様 々な意見が記されていた.

こうした意見や見解があることも踏 まえなが ら,学

校という組織の力で問題を解決することができる体

制づ くりも検討 していくことが求められる.

不祥事の原因 と防止策

「飲酒運転」 「子 どもに対す るセ クハ ラ」 「体罰」

「不 正会計 」 を提示 し,そ の 中か ら一 っ を選択 し,

「そ の原 因 ・問題点 」 と 「防止策 ・問題解決 のア イ

デ ィア」を記述す ることを求めた.

回答 者 は 「教 員免 許 更新 講 習」 の2会 場 の受 講

者85名 と 「社 会教 育指 導主事 講習 」 の受講 者29名

の計114名 であ る.

選択 された項 目

1.飲 酒運転

2.子 どもに対す るセクハ ラ

3.体 罰

4.不 正会計

5.そ のほか

46(40.4)

16(14.0)

35(30.7)

10(8.8)

「飲酒運転」 が最 も多 く,っ いで 「体罰」 であ る.

この2つ は 同僚 の教 職 員 に も認識 され やす い もの

だ と思われ る.そ の意味で は 「みんなが知 って いる」

可能性が高 いわ けで,そ れだ け 「防止す る」 ことも

で きると期 待 され る.し か し,現 実 には本人 に問題

を指摘す ることは容易 なことでは ない.そ して,そ

う した状況が 続 く中で,「 事 件」 に な って しま うの

であ る.

ここで は,「そ の原 因 ・問題 点」 「防止策 ・問題 解

決のア イデ ィア」 と して挙げ られた ものか らそれぞ

れ3件 を ピ ックア ップ して提示す る.

原因 と問題点

飲酒運転

・人間関係 が希 薄化 し,乗 り合わせ で帰 ると言 った

話 も しない.

・これ くらい大丈夫 と油断す る.

・飲む と分か ってて も車で行 く.

体罰

・教師の認識の甘 さ,驕 りがある.

・自分の感情を子 どもにぶっ ける.

・心 に余裕が ない .

子 どもに対す るセ クハ ラ

・人権感覚 に問題があ る.

・責任を も って子 どもを育て る意識が低 い.

・自分 と子 どもの関係 なら許 され るだ ろうと過信す

る.

不正会計

・複数の 目で管理す るシステ ムにな って いない.

・定期的 に監査 してい ない .

・ギ ャンブル に依存 してい る.

防止策

飲酒運転

・全員が一次会で帰 ると決め る.

・± 日の部活を教師が しない .

・車で帰 る場合は駐車場 まで行 き代行であ ることを

複数で確認す る.

体罰

・叱 り方 ,言 葉 のかけ方 を学 ぶ.

・チー ムで子 どもたち の教育 に当た る.

・コミュニケー シ ョン能力を 向上 させ る.

子 どもに対す るセ クハ ラ

・複数で担任す る.

・子 どもと二人 きりにならないようにす る.

・同僚が遠慮 しないで注意す る.

不正会計

・複数で担当 し,期 間を決 めて交代す る.
・教員 に金銭の管理を させ ない.

・管理職を含めて複数でチ ェックす る.

「原 因 と問題点」 「防止策 」 のいず れ も常識 的 な

ものが少 な くない.ま た実現が 困難 な もの も含 まれ

て いる.本 稿 は 「教 師の不祥事」 にっ いて基 礎的 な

情報 をえ ることを 目的 に してい る.そ こで,こ こに

挙 げた 「問題」 や 「対応策」 にっ いては,今 後,さ

らに詳細 なデー タ収集 と分析を進めて いきた い.
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吉田 道雄

不祥事根絶冊子への接触度

熊本 県教 育委 員会 は2010年3月 に 「教職 員 の不

祥事根絶を 目指 して 一あ なたは大丈夫ですか 一」

と題す る26ペ ー ジか らな るパ ンフ レッ トを作成 し

た.そ して,こ れ を県立 学校 にっ いては,各 学校 長

宛て,市 町村 立学校 にっいて は,教 育事務所 か ら市

町村教育委員会を通 じて各学校長宛て メール にてテ

キ ス トのデー タを送 付 し,所 属職 員 に配付 の上,各

学校での研修を充実 させ るよう依頼 してい る.

そ の後,2018年7月 に改 定が加 え られ,前 回 と

同様 の手続 きで配付 された(29ペ ージ).こ こで は,

2010版 との接触度 などにっ いて,そ の結果 を見 る.

アンケー トは県 内2会 場で 「対人関係スキル ア ッ

プ ・ トレーニ ング」 を受講 した117名 に実施 した.

有効回答者数 は102名 で,全 体の87.2%で あ る.こ れ

は 回答 対 象 を 「平 成22年3月 以 降 に熊 本 県の教 職

員であ る方 のみ対 象です」 と した ことか ら,県 外か

らの受講者や その間,教 職 に就いて いない者 は回答

しなか った ことによると思われ る.

質 問1:あ なた は,熊 本 県教育 委員会 が作 成 した

「教職 員の不祥 事根絶 を 目指 して 一あな

たは大丈夫ですか 一」 をご存 じですか

1.知 っている49(48.0)

2.知 らない53(52.0)

わず か な差 とは言 え,「 知 らな い」 が 「知 ってい

る」 を上 回 ってい る事実 は衝撃 的であ る.教 育委員

会 と しては 「全員」が読む ことを期待 して作成 した

のであ る.

ここで 「知 ってい る」 と回答 した者 に次の質問へ

の回答を求めた.

質問2:あ なたは,そ れ を読んだ ことが あ りますか

1.全 体 を通 して呼んだ

2.一 部 を読 んだ

3.読 んだ ことはない

10(20.4)

29(59.2)

10(20.4)

「知 って いる」 の うち,「 全体 を通 して読 んだ」

は20.4%に 留 ま って いる.こ れは 「読 んだ ことは な

い」 と回答 した者 と同数で ある.そ の中間的な位 置

の 「一部 を読 んだ」 が59.2%で ある.そ の 「一部 」

が どの程度で あ り,ま た 「どの部分」 を読 んだのか

はわか らない.

質問3:そ れは 「不祥事根絶」にどの くらい役立っ

ていると思いますか

1.役 立 っ て い る

2.役 立 っ て い な い

20(51.3)

12(30.8)

これ は 「全体 を通 して読 んだ」 「一 部を読 んだ」

者 の回答で あ る.「不 祥事根 絶 に役 立 ってい る」 が

51.3%で,「 役 立 って いない」 の30.8%を 上回 って い

る.そ の合計 が100%に 達 しない のは 「無 答」 があ

ること によ って いる.「 役立 っ」 という肯 定 的な回

答が過 半数 を超 えては いるが,「 役 立た ない」 との

否定的 な評価 を して いる者 も少 ない とは言え ない.

そ もそ も本冊 子は全員 に読 まれ,不 祥事 防止 に活用

され る ことが期待 されて いる.そ う した点 では,こ

の数値は厳 しく受 け止め るべ きだ ろう.

ところで,ア ンケー トの最後 に 「この件 に関す る

意見」 の記入 を求 めた.そ の結 果 を見 る と,「役 に

立っ」 か どうか にっ いて回答 しなか った者 に,「 実

践 してい る人 には当た り前 だ と思 う」 「何 と も言え

ない」 「個 に応 じて」 とい った書 き込みがあ った.

また 「役 に立た ない」 との回答 の中 には 「マ ニュ

アル を作れ ば作 るほ ど不祥事根絶 は不可能.隠 そ う

とす る作用 が大 き くなる」 との指摘 もあ った.「 マ

ニ ュアル作成」 と 「隠そ うとす る気持ち」 の間 に因

果関係が存在す るか どうか はわ か らないが,こ う し

た認識を も った教職員が いることも事実で ある.

そ の一一方で,「 全体 を読 んだ」 と答 えた上で 「役

に立 ってい る」 と した者の一一人は 「リー フ レッ トが

あ ると不祥事に至るまでの心理や処分のことがわか っ

た」 と記 していた.こ れは手元 に当該 マニ ュアルが

あ る状 況で の回答 であ るか ら,「読 んだ」 結果 と し

て,そ れ な りの受 け止 め方を して いる者 が存 在 して

い ることが うかがわれ る.

いずれ に して も,「 マ ニ ュアル」 を配 付す るだ け

では教職員の不祥事防止 に強 い力 をも って いるとは

言 えない.お そ らく管理 職を代表 と して教職 員間で

日常的に相互教育が行われ,そ の中で 「マニ ュアル」

の効果的 な活用法 を探求 して い くことも必要であ る.

ただ 「読んで くだ さい」ではマ ニュアルが期待 した

役割を果たす ことは きわめて困難だ と思われ る.
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